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1 商品名（愛称） 自由金利型定期預金（M 型）＜スーパー定期・スーパー定期 300／複利型＞ 

愛称：ジャンボ宝くじ付き定期預金「福みらい」 

2 ご利用いただける方 当行インターネット支店に、総合口座をお持ちの個人のお客さま 

 

3 お預入れ期間 ・定型方式 3 年（自動継続） 

※ジャンボ宝くじの進呈は、最長 3 年間となります。初回満期日以降の進呈はございま

せん。満期後は通常のスーパー定期、スーパー定期 300 として自動継続されます。 

4 宝くじに関する取扱 ・宝くじの種類は「年末ジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボ宝くじ」「サマージャ

ンボ宝くじ」の 3 種類とし、預入時期により進呈する宝くじの種類が異なります。 

・宝くじは 1 口 100 万円とし、預入金額に応じて「連番」で口数分進呈いたします。 

宝くじ種類 

預入時期 

100 万円ごとの進呈枚数 3 年合計 

進呈枚数 預入1年目 預入2年目 預入3年目 

＜サマージャンボ＞ 

1～4 月 
5 枚 5 枚 5 枚 15 枚 

＜年末ジャンボ＞ 

5～8 月 
5 枚 5 枚 5 枚 15 枚 

＜ドリームジャンボ＞ 

9～12 月 
5 枚 5 枚 5 枚 15 枚 

・宝くじは、みずほ銀行の「宝くじ保護預かりシステム」を利用します。宝くじの

現物は進呈せず、「宝くじ番号」を記載した番号通知ハガキを、銀行お届け住所

へ郵送させていただきます。 

・宝くじ当せん者に対しては、総合口座普通預金に自動入金となります。 

・ドリームジャンボ宝くじは毎年 2 月末、サマージャンボ宝くじは毎年 6 月末日、

年末ジャンボ宝くじは毎年 10 月末日を基準日とし、基準日時点で当該定期預金

が解約されている場合には、以降の宝くじの進呈はございません。 

・3 種類のジャンボ宝くじの他、宝くじの日（毎年 9 月 2 日）には、「宝くじの日

記念お楽しみ抽せん」（※）を行い、当せん者に賞品カタログを進呈いたします。 

※前年 9 月 1 日から当年 8 月 31 日までに抽せん日を迎えた宝くじにおける、「ハズレ

くじ」を対象として行われる敗者復活抽せん。 

5 お預け入れ方法 

(1)お預け入れ方法 

(2)お預け入れ金額 

(3)お預け入れ単位 

(4)取扱店 

 

総合口座定期預金として、一括お預け入れいただきます。 

100 万円以上（金額の上限はございません） 

100 万円を 1 口といたします。 

本支店・インターネット支店 

6 払戻方法 ・満期日以後に一括して払い戻します。 

・一部解約はお取り扱いしておりません。 
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7 利息 

(1)適用金利 

 

 

 

 

(2)利払頻度 

(3)計算方法 

(4)税金 

 

お預入れの方法に応じて、金利が決定します。 

①窓口・ATM でお預入れ…店頭表示金利 

②ネットダイレクトでお預入れ…店頭表示金利＋年 0.10％ 

※上記利率は初回満期日まで適用します。自動継続後は満期日におけるスーパー定

期・スーパー定期 300 の店頭表示金利となります。 

満期日以後に一括して支払います。 

付利単位を 1円とし、1年を 365日とする日割計算で 6か月毎の複利計算をします。 

20.315％の源泉分離課税（国税 15.315％、地方税 5％） 

8 手数料 － 

9 付加できる特約条項 ・総合口座の担保となります。 

（貸越利率は担保定期預金の利率に年 0.50％を上乗せした利率を適用します。） 

･マル優の取扱いができます。 

10 中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により計算した利息とともに払い

戻します。 

 

   預入日から 6 か月未満の解約       解約日の普通預金の利率 

預入日から 6 か月以上 1 年未満の解約   約定利率×10％ 

    預入日から 1 年以上 1 年 6 か月未満の解約 約定利率×20％ 

    預入日から 1 年 6 か月以上 2 年未満の解約 約定利率×30％ 

    預入日から 2 年以上 2 年 6 か月未満の解約 約定利率×40％ 

    預入日から 2 年 6 か月以上 3 年未満の解約 約定利率×50％ 

 

11 注意事項 ・当商品は、当行に「案内不要」の届け出を出されていても、宝くじ番号通知ハガ

キが郵送されますのであらかじめご了承ください。 

12 その他参考となる事項 ・金利情勢等の変化により、条件を変更する場合やお取扱いを停止する場合がござ

います。 

・本預金は預金保険の対象商品です｡同保険の範囲内で保護されます｡ 

13 当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先  全国銀行協会相談室 

 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

（2025 年 3 月 10 日現在） 


